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１ 審査会の結論  
平成２２年７月２８日に「請求者本人の保有個人情報は存在しない」として

なされた拒否処分を取消し、特定された本件文書の中の「○○区対応一覧」

を開示すべきである。 
 
２ 異議申立ての趣旨及び経緯  
（１）異議申立人は○○○○の法定代理人として、平成２２年７月１１日付け

で、川崎市個人情報保護条例（昭和６０年川崎市条例第２６号。以下「条例」

という。）第２６条第１項の規定により、実施機関川崎市教育委員会（以下

「実施機関」という。）に対して、平成２１年１１月に高津区役所及び小学

校で区教育担当がそれぞれ担当教諭及び民生委員に聴き取りをした根拠と

なる施設の使用許可や記録、区教育担当の外出記録など全て、という内容の

保有個人情報の開示請求（以下「本件請求」という。）を行った。 
（２）実施機関は、平成２２年７月２８日付けで、本件請求内容に該当する文

書には、請求者本人の保有個人情報は存在しないことを理由に開示請求拒

否処分（以下「本件拒否処分」という。）を行った。 
（３）異議申立人は、平成２２年９月２７日付けで、保有個人情報が含まれて

いる書類は存在するはずであり、また、平成２２年２月１２日に開示され

た書類やこれまで開示された「○○区対応一覧」等についても保有個人情

報に該当するものであるとして、対象を限定的に捉えている本件拒否処分

に対し異議申立てを行った（当審査会諮問（個人）第１４６号事件）。  
 
３ 異議申立人の主張要旨  
  平成２２年１２月３１日付け意見書及び２４年５月２５日に実施した口頭

意見陳述によれば、異議申立人の主張の概要は次のとおりである。 
（１）教育委員会は、外出の記録が出張命令書及び出張復命書だけであるとし、

個人情報に該当する情報がないとしているが、出張命令書及び出張復命書

の他に外出の記録があるのではないか、また、出張命令書及び出張復命書

には出張の目的である具体的な理由及び用件を記録し、そこに個人情報が

記録されていないのか疑義がある。  
（２）高津区役所における聴き取りは、高津区役所の職員でないものが使用し

ているため使用許可が当然に存在し、また、小学校における聴き取りは土曜

日午後に行われており、小学校が通常の活動をしている状態ではないため手

続が必要であり、その公文書が存在するものと考える。  
（３）平成２２年２月１２日に開示された「小学校担当教諭聴き取り記録」、「民



2 
 

生委員聴き取り記録」や「○○区対応一覧」についても本件請求の対象と

なり開示すべきものと考える。 
 
４ 実施機関の主張要旨 
  平成２２年１１月２９日付け処分理由説明書及び２４年３月５日実施の口

頭による処分理由説明聴取によれば、実施機関の主張の概要は次のとおりで

ある。  
（１）外出の記録である出張命令書及び出張復命書には受命者以外の第三者の

情報が記録されることはない。 
（２）平成２２年２月１２日に開示された「小学校担当教諭聴き取り記録」「民

生委員聴き取り記録」や「○○区対応一覧」については、異議申立人がこれ

ら文書に基づいて本件請求を行っているため、これら文書が請求内容に含ま

れないと判断した。 
（３）上記（１）及び（２）以外の使用許可や利用記録については、高津区役

所では口頭で使用申込とその許可をしており、また、小学校においては特段

の手続を経ずに使用できることとしているため、本件請求に該当する文書は

作成していない。  
 
５ 審査会の判断  
（１）本件請求は、平成２２年２月１２日に開示された「小学校担当教諭聴き

取り記録」に、平成２１年１１月５日（木）１８時から１８時５０分に高津

区役所３階研修室において、区教育担当の主幹及び指導主事が聴き取りをし

た旨の記事があったこと及び同日に開示された「民生委員聴き取り記録」に、

平成２１年１１月２１日（土）１５時半から１６時に小学校保健室において、

区教育担当の指導主事が聴き取りをした旨の記事があったことから、当日、

当該場所で聴き取りが行われた根拠となる全ての当該保有文書の開示を求

めたものである。  
（２）実施機関は、本件請求につき該当文書を区教育担当職員の「出張命令書」

及び「出張復命書」（以下「本件関係文書」という。）と特定し、本件関係文

書には異議申立人にかかる保有個人情報が含まれていないとして保有個人

情報の不存在を理由に本件拒否処分を行ったものである。なお、実施機関は、

本件拒否処分に際して、本件関係文書につき川崎市情報公開条例に基づき開

示請求ができる旨、口頭で案内をしている。 
（３）これに対し、異議申立人は、対象文書が本件関係文書のほか、他の文書

等で本件請求にかかる保有個人情報が存在するはずであるとし、例示とし
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て、出張命令書においても具体的理由、用件等が記録されているはずであ

り、その他全ての文書が開示されていないとの疑義を表明している。  
（４）そこで判断するに、まず、保有個人情報不存在を理由に拒否処分の検討

を行う場合には、①「物理的不存在」の場合、②文書が存在するのに不開示

決定がなされた場合、③個人情報保護に関する法令・条例の対象外である場

合（法的不存在）を区別することが必要というべきである。そして、この基

準により、①の場合は事実の存否が、②については探索が十分であるか否か、

③の場合は対象公文書か否かが問題となるというべきである。したがって、

本件拒否処分についても、この３類型のうちどの類型に該当するかを判断す

ることが審査会の判断にとっても必要であると考えられる。この点、実施機

関の理由説明は、①の「物理的不存在」を主張しているように思われるし、

他方、異議申立人の主張は②の探索の不十分さを主張しているようにも考え

られる。 
（５）そこで以上の観点にたって判断すると、まず本件で検討すべき文書には、

前掲の本件関係文書の他、異議申立人の異議申立て主張中の「○○区対応

一覧」も含まれるものと解すべきである。この点について、実施機関は、

請求段階ではなく、異議申立て段階で主張された請求であり、新たな開示

請求と判断したとしている。しかし、異議申立人の主張は「物理的不存在」

に関するものではないから、開示請求に続く異議申立てにおいても、探索

不十分という主張や文書の特定についての主張も可能というべきであり、

この点についての実施機関の主張は失当であり採用できない。  
（６）次に以上の文書について、個別的に判断をしていくこととする。まず本

件関係文書のうち「出張命令書」については、たしかに市民の立場からみ

ると出張の理由や用件等が記載されていると思料することもやむを得ない

が、審査会が見分したところ、出張命令については、電子システム化され、

その帳票を見ても関係職員の氏名や時間、経路、旅費、場所等の情報しか

なく、用件も単に学校対応との記載のみで、保有個人情報が記載されてい

る情報を見いだすことが出来なかった。また「出張復命書」についても同

様であり、保有個人情報を見いだすことはできなかった。したがって、こ

うした職員の出張に関する文書の記載方法についてはともかく、本件関係

文書中に保有個人情報は存在しないとした実施機関の判断は妥当というべ

きである。またその他に保有個人情報が記載されているとする合理的理由

も存在せず、この判断を左右する事情も存在しない。 
（７）また異議申立人主張の高津区役所３階研修室の使用許可については、審

査会が調査したところ使用許可書や利用記録は存在していない。したがっ
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て、こうした区役所等の利用の仕方の是非についてはともかく、保有個人

情報が存在しないことに疑いはなく、この判断を左右する合理的な事情も

存在しない。  
（８）さらに平成２２年２月１２日に開示された「○○区対応一覧」を見分す

ると、当該文書の中には「３年生男子児童」及び「４年生男子児童」に関

する記載が表中に羅列されており、個人を顕名するような情報は記載され

ておらず、保有個人情報が存在しないとも見えるが、他方、本件請求の経

緯、本件に係るその他の事情に照らして判断すると、当該個人に関する保

有個人情報が記載されていると判断することが適切である。したがって、

上記「○○区対応一覧」は開示されるべき文書であり、これを対象外とし

て不存在と判断した実施機関の本件拒否処分は妥当ではなく、取り消され

るべきものである。またその他の主張もこの判断を左右するものとはいえ

ない。なお、当該「○○区対応一覧」はすでに異議申立人に開示されてい

るが、このことは本件審査会の判断を左右するものではない。 
 

以上の次第で、審査会の結論のとおり、判断した。  
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